
2014 年 3 月 

お客さま各位 

東京都大田区東糀谷 2-1-18 

株式会社セガ・ロジスティクスサービス 

 

 

消費税法改正に伴う取引（請求書）に関するご案内 
 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引立てを賜り、また弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、消費税法等の一部改正により、消費税および地方消費税の税率が本年 4 月 1 日以降、5％

から 8％に引き上げられることに伴う弊社との取引につきまして、下記のとおりご案内申し

上げます。 

 消費税率の適正な適用に努めておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。 

敬具 

記 

 

1．新消費税率 8％の適用時期について 

  ・お客様よりご注文頂きました部品、消耗品・先出ユニット等の、ご請求は 

弊社出荷日を基準にご請求させて頂いております。 

   ・3 月出荷分の税率は 5％、4 月出荷分の税率は 8％でご請求申し上げます。 

 

 2．請求書の分割について 

   ・請求書は 5％と 8％に分割して、ご請求申し上げます。 

 

3．お問い合わせ先 

ご不明な点は管理部 経理課までお願い致します。 

   電話：03-3741-5463 

以上 


